
JP 2018-110012 A5 2018.8.23

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成30年8月23日(2018.8.23)

【公開番号】特開2018-110012(P2018-110012A)
【公開日】平成30年7月12日(2018.7.12)
【年通号数】公開・登録公報2018-026
【出願番号】特願2018-25870(P2018-25870)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  21/31     (2013.01)
   Ｇ０６Ｆ  21/41     (2013.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   21/31     　　　　
   Ｇ０６Ｆ   21/41     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年6月25日(2018.6.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｗｅｂサーバーが提供するアクセス制限されたｗｅｂサービスに対してクライアント端
末のｗｅｂブラウザーからアクセス要求があった場合に、ＳＳＯにより認証を行う認証シ
ステムであって、
　前記クライアント端末のＯＳアカウント情報により認証を行う第１の認証装置と、
　前記ｗｅｂブラウザーにおいてログインフォームに入力されたＦｏｒｍ認証情報により
認証を行う第２の認証装置と、
　前記クライアント端末から前記ｗｅｂサービスのＵＲＬを指定したアクセス要求があっ
た場合に、前記アクセス要求に含まれるユーザーエージェント情報に基づいて前記ｗｅｂ
ブラウザーの種類を判別し、当該ｗｅｂブラウザーが所定のｗｅｂブラウザーである場合
に前記第１の認証装置のＵＲＬにアクセスするように前記ｗｅｂブラウザーに対して回答
する一方、当該ｗｅｂブラウザーが前記所定のｗｅｂブラウザーでない場合に前記第２の
認証装置のＵＲＬにアクセスするように前記ｗｅｂブラウザーに対して回答する振分けサ
ーバーと、を備え、
　前記第１の認証装置は、前記クライアント端末から前記ＯＳアカウント情報を受け付け
、前記ＯＳアカウント情報を認証した場合には、前記ｗｅｂサーバーのアクセス先を前記
第１の認証装置のＵＲＬから前記アクセス要求先のＵＲＬに変換して、前記クライアント
端末の前記ｗｅｂサービスの利用を許可し、
　前記第２の認証装置は、前記クライアント端末から前記Ｆｏｒｍ認証情報を受け付け、
前記Ｆｏｒｍ認証情報を認証した場合には、前記ｗｅｂサーバーのアクセス先を前記第２
の認証装置のＵＲＬから前記アクセス要求先のＵＲＬに変換して、前記クライアント端末
の前記ｗｅｂサービスの利用を許可することを特徴とする認証システム。
【請求項２】
　前記所定のｗｅｂブラウザーはｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）の標準ブラウザーであり、
　前記第１の認証装置は、統合ｗｉｎｄｏｗｓ認証により認証を行うことを特徴とする請
求項１に記載の認証システム。
【請求項３】
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　前記ｗｅｂブラウザーは、インターネットから、ＶＰＮサーバーを介して、前記ｗｅｂ
サービスにアクセスすることを特徴とする請求項１又は２に記載の認証システム。
【請求項４】
　ｗｅｂサーバーが提供するアクセス制限されたｗｅｂサービスに対してクライアント端
末のｗｅｂブラウザーからアクセス要求があった場合に、ＳＳＯにより認証を行う認証方
法であって、
（Ａ）振り分けサーバーが、前記クライアント端末から前記ｗｅｂサービスのＵＲＬを指
定したアクセス要求があった場合に、前記アクセス要求に含まれるユーザーエージェント
情報に基づいて前記ｗｅｂブラウザーの種類を判別し、当該ｗｅｂブラウザーが所定のｗ
ｅｂブラウザーである場合に第１の認証装置のＵＲＬにアクセスするように前記ｗｅｂブ
ラウザーに対して回答する一方、当該ｗｅｂブラウザーが前記所定のｗｅｂブラウザーで
ない場合に第２の認証装置のＵＲＬにアクセスするように前記ｗｅｂブラウザーに対して
回答する工程と、
（Ｂ）前記工程Ａで判別されたｗｅｂブラウザーが所定のｗｅｂブラウザーである場合に
、前記第１の認証装置が、前記クライアント端末のＯＳアカウント情報により認証を行う
工程と、
（Ｃ）前記工程Ａで判別されたｗｅｂブラウザーが前記所定のｗｅｂブラウザーでない場
合に、前記第２の認証装置が、前記ｗｅｂブラウザーにおいてログインフォームに入力さ
れたＦｏｒｍ認証情報により認証を行う工程と、を備え、
　前記工程Ｂにおいて、前記第１の認証装置は、前記クライアント端末から前記ＯＳアカ
ウント情報を受け付け、前記ＯＳアカウント情報を認証した場合には、前記ｗｅｂサーバ
ーのアクセス先を前記第１の認証装置のＵＲＬから前記アクセス要求先のＵＲＬに変換し
て、前記クライアント端末の前記ｗｅｂサービスの利用を許可し、
　前記工程Ｃにおいて、前記第２の認証装置は、前記クライアント端末から前記Ｆｏｒｍ
認証情報を受け付け、前記Ｆｏｒｍ認証情報を認証した場合には、前記ｗｅｂサーバーの
アクセス先を前記第２の認証装置のＵＲＬから前記アクセス要求先のＵＲＬに変換して、
前記クライアント端末の前記ｗｅｂサービスの利用を許可することを特徴とする認証方法
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明に係る認証システムは、
　ｗｅｂサーバーが提供するアクセス制限されたｗｅｂサービスに対してクライアント端
末のｗｅｂブラウザーからアクセス要求があった場合に、ＳＳＯにより認証を行う認証シ
ステムであって、
　前記クライアント端末のＯＳアカウント情報により認証を行う第１の認証装置と、
　前記ｗｅｂブラウザーにおいてログインフォームに入力されたＦｏｒｍ認証情報により
認証を行う第２の認証装置と、
　前記クライアント端末から前記ｗｅｂサービスのＵＲＬを指定したアクセス要求があっ
た場合に、前記アクセス要求に含まれるユーザーエージェント情報に基づいて前記ｗｅｂ
ブラウザーの種類を判別し、当該ｗｅｂブラウザーが所定のｗｅｂブラウザーである場合
に前記第１の認証装置のＵＲＬにアクセスするように前記ｗｅｂブラウザーに対して回答
する一方、当該ｗｅｂブラウザーが前記所定のｗｅｂブラウザーでない場合に前記第２の
認証装置のＵＲＬにアクセスするように前記ｗｅｂブラウザーに対して回答する振分けサ
ーバーと、を備え、
　前記第１の認証装置は、前記クライアント端末から前記ＯＳアカウント情報を受け付け
、前記ＯＳアカウント情報を認証した場合には、前記ｗｅｂサーバーのアクセス先を前記
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第１の認証装置のＵＲＬから前記アクセス要求先のＵＲＬに変換して、前記クライアント
端末の前記ｗｅｂサービスの利用を許可し、
　前記第２の認証装置は、前記クライアント端末から前記Ｆｏｒｍ認証情報を受け付け、
前記Ｆｏｒｍ認証情報を認証した場合には、前記ｗｅｂサーバーのアクセス先を前記第２
の認証装置のＵＲＬから前記アクセス要求先のＵＲＬに変換して、前記クライアント端末
の前記ｗｅｂサービスの利用を許可することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明に係る認証方法は、
　ｗｅｂサーバーが提供するアクセス制限されたｗｅｂサービスに対してクライアント端
末のｗｅｂブラウザーからアクセス要求があった場合に、ＳＳＯにより認証を行う認証方
法であって、
（Ａ）振り分けサーバーが、前記クライアント端末から前記ｗｅｂサービスのＵＲＬを指
定したアクセス要求があった場合に、前記アクセス要求に含まれるユーザーエージェント
情報に基づいて前記ｗｅｂブラウザーの種類を判別し、当該ｗｅｂブラウザーが所定のｗ
ｅｂブラウザーである場合に第１の認証装置のＵＲＬにアクセスするように前記ｗｅｂブ
ラウザーに対して回答する一方、当該ｗｅｂブラウザーが前記所定のｗｅｂブラウザーで
ない場合に第２の認証装置のＵＲＬにアクセスするように前記ｗｅｂブラウザーに対して
回答する工程と、
（Ｂ）前記工程Ａで判別されたｗｅｂブラウザーが所定のｗｅｂブラウザーである場合に
、前記第１の認証装置が、前記クライアント端末のＯＳアカウント情報により認証を行う
工程と、
（Ｃ）前記工程Ａで判別されたｗｅｂブラウザーが前記所定のｗｅｂブラウザーでない場
合に、前記第２の認証装置が、前記ｗｅｂブラウザーにおいてログインフォームに入力さ
れたＦｏｒｍ認証情報により認証を行う工程と、を備え、
　前記工程Ｂにおいて、前記第１の認証装置は、前記クライアント端末から前記ＯＳアカ
ウント情報を受け付け、前記ＯＳアカウント情報を認証した場合には、前記ｗｅｂサーバ
ーのアクセス先を前記第１の認証装置のＵＲＬから前記アクセス要求先のＵＲＬに変換し
て、前記クライアント端末の前記ｗｅｂサービスの利用を許可し、
　前記工程Ｃにおいて、前記第２の認証装置は、前記クライアント端末から前記Ｆｏｒｍ
認証情報を受け付け、前記Ｆｏｒｍ認証情報を認証した場合には、前記ｗｅｂサーバーの
アクセス先を前記第２の認証装置のＵＲＬから前記アクセス要求先のＵＲＬに変換して、
前記クライアント端末の前記ｗｅｂサービスの利用を許可することを特徴とする。
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